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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】プラスチック容器の内側にＣＶＤ法で原料ガス
をプラズマ化して、ガスバリア層を形成する方法におい
て、成膜装置の電極の性能劣化をチェックする装置の提
供。
【解決手段】容器に対して成膜工程で電極を挿入して成
膜を行う成膜装置の電極状態評価装置２０は、成膜工程
とは異なる工程であって電極の状態をチェックするチェ
ック工程で電極に所定の定電圧を印加した際の電流値を
取得する電流値取得部２２と、電流値取得部２２が取得
した電流値に基づいて電極の状態を評価する電極状態評
価部２３とを備える電極状態評価装置。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器に対して成膜工程で電極を挿入して成膜を行う成膜装置の電極状態評価装置であっ
て、
　前記成膜工程とは異なる工程であって前記電極の状態をチェックするチェック工程で前
記電極に所定の定電圧を印加した際の電流値を取得する電流値取得部と、
　前記電流値取得部が取得した電流値に基づいて前記電極の状態を評価する電極状態評価
部と、
　を備える電極状態評価装置。
【請求項２】
　前記電極状態評価部は、前記電流値が所定の範囲に収まらない場合、前記電極の状態が
異常であると評価する、
　請求項１に記載の電極状態評価装置。
【請求項３】
　前記電極は熱触媒であって、前記チェック工程における前記電極への所定の定電圧の印
加を、前記印加による熱反応および化学反応が生じない環境に前記電極が位置するときに
実行する電圧指示部、
　をさらに備える請求項１または請求項２に記載の電極状態評価装置。
【請求項４】
　前記電圧指示部は、前記電極が前記容器を収容するチャンバーの外部に位置するときに
前記電極への所定の定電圧の印加を実行する、
　請求項３に記載の電極状態評価装置。
【請求項５】
　前記電圧指示部は、前記電極への所定の定電圧の印加を、前記成膜工程の後に設けられ
た前記チェック工程にて行う、
　請求項３または請求項４に記載の電極状態評価装置。
【請求項６】
　前記電圧指示部は、前記電極への所定の定電圧の印加を、前記成膜工程において前記容
器の開口部から前記容器内へ挿入された前記電極が前記成膜工程の後に前記開口部から前
記容器の外部に移動した後に行う、
　請求項５に記載の電極状態評価装置。
【請求項７】
　前記電圧指示部は、前記電極への所定の定電圧の印加を、前記成膜工程の前に設けられ
た前記チェック工程にて行う、
　請求項３から請求項６の何れか１項に記載の電極状態評価装置。
【請求項８】
　前記電極の抵抗値の変化に基づく前記電極の寿命を評価する電極寿命評価部、
　をさらに備える請求項１から請求項７の何れか１項に記載の電極状態評価装置。
【請求項９】
　前記電流値取得部が取得した電流値に基づいて前記成膜工程で形成されたガスバリア膜
の品質を評価する成膜品質評価部、
　をさらに備える請求項１から請求項８の何れか１項に記載の電極状態評価装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９の何れか１項に記載の電極状態評価装置、を備え、当該電極状態
評価装置による前記チェック工程の前または後に前記成膜工程を実行する、成膜装置。
【請求項１１】
　容器に対して成膜工程で電極を挿入して成膜を行う成膜装置の電極状態評価装置が、
　前記成膜工程とは異なる工程であって前記電極の状態をチェックするチェック工程で前
記電極に所定の定電圧を印加した際の電流値を取得し、
　前記取得した電流値に基づいて前記電極の状態を評価する、
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　電極状態評価方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電極状態評価装置、成膜装置及び電極状態評価方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　飲料などを充填するＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）ボトル等のプラスチック容
器を製造する際に内容物の品質の劣化を防ぐため、容器の内側にＤＬＣコーティングを行
う技術が知られている。例えば、特許文献１には、ＣＶＤ（chemical vapor deposition
）成膜装置によって、プラスチック容器の内側にガスバリア膜を形成する方法が記載され
ている。
【０００３】
　一般にＣＶＤ成膜装置では、プラスチック容器を真空チャンバー内に収容し、真空引き
を行った後にプラスチック容器の内側を原料ガスで満たす。その後、高周波電力を加えて
原料ガスをプラズマ化し、容器の内表面にガスバリア膜を形成する。膜の形成が完了する
とプラスチック容器を真空チャンバーから取り出して、新たなプラスチック容器と交換し
、そのプラスチック容器について同様の工程を繰り返す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３６２６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の工程において、高周波電力を加える電極の状態は重要である。例えば、電極が酸
化したり窒化したりすると触媒性能が劣化してガスバリア膜の品質に影響したり、電極が
脆くなって電極の一部がプラスチック容器内に落下する等の不都合が生じる。電極の性能
劣化等を原因とする成膜品質の劣化を未然に防ぐために、上記の工程が繰り返される中で
、電極の状態を評価する方法が求められている。
【０００６】
　そこでこの発明は、上述の課題を解決することのできる電極状態評価装置、成膜装置及
び電極状態評価方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様は、容器に対して成膜工程で電極を挿入して成膜を行う成膜装置の
電極状態評価装置であって、前記成膜工程とは異なる工程であって前記電極の状態をチェ
ックするチェック工程で前記電極に所定の定電圧を印加した際の電流値を取得する電流値
取得部と、前記電流値取得部が取得した電流値に基づいて前記電極の状態を評価する電極
状態評価部と、を備える電極状態評価装置である。
【０００８】
　本発明の第２の態様における前記電極状態評価部は、前記電流値が所定の範囲に収まら
ない場合、前記電極の状態が異常であると評価する。
【０００９】
　本発明の第３の態様によれば、前記電極は熱触媒であって、前記電極状態評価装置は、
前記チェック工程における前記電極への所定の定電圧の印加を、前記印加による熱反応お
よび化学反応が生じない環境に前記電極が位置するときに実行する電圧指示部、をさらに
備える。
【００１０】
　本発明の第４の態様における前記電圧指示部は、前記電極が前記容器を収容するチャン
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バーの外部に位置するときに前記電極への所定の定電圧の印加を実行する。
【００１１】
　本発明の第５の態様における前記電圧指示部は、前記電極への所定の定電圧の印加を、
前記成膜工程の後に設けられた前記チェック工程にて行う。
【００１２】
　本発明の第６の態様における前記電圧指示部は、前記電極への所定の定電圧の印加を、
前記成膜工程において前記容器の開口部から前記容器内へ挿入された前記電極が前記成膜
工程の後に前記開口部から前記容器の外部に移動した後に行う。
【００１３】
　本発明の第７の態様における前記電圧指示部は、前記電極への所定の定電圧の印加を、
前記成膜工程の前に設けられた前記チェック工程にて行う。
【００１４】
　本発明の第８の態様における前記電極状態評価装置は、前記電極の抵抗値の変化に基づ
く前記電極の寿命を評価する電極寿命評価部、をさらに備える。
【００１５】
　本発明の第９の態様における前記電極状態評価装置は、前記電流値取得部が取得した電
流値に基づいて前記成膜工程で形成されたガスバリア膜の品質を評価する成膜品質評価部
、をさらに備える。
【００１６】
　本発明の第１０の態様は、上述の何れかに記載の電極状態評価装置を備え、当該電極状
態評価装置による前記チェック工程の前または後に前記成膜工程を実行する成膜装置であ
る。
【００１７】
　本発明の第１１の態様は、容器に対して成膜工程で電極を挿入して成膜を行う成膜装置
の電極状態評価装置が、前記成膜工程とは異なる工程であって前記電極の状態をチェック
するチェック工程で前記電極に所定の定電圧を印加した際の電流値を取得し、前記取得し
た電流値に基づいて前記電極の状態を評価する、電極状態評価方法である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、成膜装置の発熱線の状態を評価することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態におけるロータリー式成膜ユニットの第１の概略図である。
【図２】本発明の一実施形態におけるバリア膜形成装置の概略図である。
【図３】本発明の一実施形態における電極状態評価装置の機能ブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態におけるチェック工程の電極状態評価処理を説明する第１の
図である。
【図５】本発明の一実施形態におけるチェック工程の電極状態評価処理を説明する第２の
図である。
【図６】本発明の一実施形態におけるチェック工程の電極状態評価処理を説明する第３の
図である。
【図７】本発明の一実施形態における電極状態評価装置の処理の一例を示すフローチャー
トである。
【図８】本発明の一実施形態におけるロータリー式成膜ユニットの第２の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
＜実施形態＞
　以下、本発明の一実施形態による電極状態評価装置を図１～図８を参照して説明する。
　図１は、本発明の一実施形態におけるロータリー式成膜ユニットの第１の概略図である
。
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　図１に示すロータリー式成膜装置４０は、Ｃａｔ－ＣＶＤ（触媒化学気相成長法）法に
よって、プラスチック容器の内表面にガスバリア膜を形成する装置である。ロータリー式
成膜装置４０は、供給装置４１と、ロータ４２と、排出装置４３と、制御装置４４とを備
える。以下、図示したプラスチック容器１０ａ、１０ｂ・・・等を総称して容器１０、バ
リア膜形成装置３０ａ、３０ｂ・・・等を総称してバリア膜形成装置３０と記載する場合
がある。供給装置４１は、プラスチック容器（以下、単に容器と称することがある。）１
０ａ、１０ｂをロータ４２側へ送出する。ロータ４２は、例えば円盤状をしており、その
外周に沿って複数のバリア膜形成装置３０ａ、３０ｂ・・・等を備える。ロータ４２は、
中心軸周りに破線矢印方向に回転し、供給装置４１から送出された容器１０をバリア膜形
成装置３０に収容して排出装置４３まで搬送する。
【００２１】
　この搬送中、バリア膜形成装置３０では、容器１０の内表面にガスバリア膜を形成する
成膜処理を行う。後述するように本実施形態の成膜処理は、成膜工程、チェック工程を含
んでいる。まず、成膜工程では、供給装置４１によってロータ４２側へと送出された容器
１０が、バリア膜形成装置３０（後述する真空チャンバー１１）に収容され、真空引き、
電圧の印加、原料ガスの投入などの処理が行われる。これにより、原料ガスがプラズマ化
し、容器１０の内表面へのガスバリア膜が形成される。この成膜工程は、容器１０が区間
５１を搬送される間に行われる。
【００２２】
　次のチェック工程は、容器１０が区間５２を搬送される間に行われる。チェック工程で
は、原料ガスを加熱しプラズマ化するために用いる電極（後述する発熱線１４）の状態を
確認するための評価処理が行う。本実施形態では、電極に低電圧を短時間かけ、その時に
計測される電流から逆演算される抵抗値が電極の劣化度に関係することを利用して、電極
の性能低下を検出する。
　その後、成膜後の容器１０はバリア膜形成装置３０から取り出されて、排出装置４３に
よってロータリー式成膜装置４０から排出される。制御装置４４は、この一連の成膜処理
において供給装置４１、ロータ４２、排出装置４３、複数のバリア膜形成装置３０の動作
を制御する。次に図２を用いて成膜処理（成膜工程、チェック工程）についてさらに詳し
く説明する。
【００２３】
　図２は、本発明の一実施形態におけるバリア膜形成装置の概略図である。
　図２に示すバリア膜形成装置３０は、ＣＶＤ（chemical vapor deposition）法によっ
てＤＬＣ（Diamond Like Carbon）等のガスバリア膜を容器１０の内表面に成膜する装置
である。図２のバリア膜形成装置３０は、プラスチック容器１０を収容する空間を有する
真空チャンバー１１と、原料ガスを吹き出すための原料ガス供給管１２と、原料ガスの流
量を計測するガス流量計１３と、発熱により原料ガスをプラズマ化する発熱線１４と、発
熱線１４に電力を供給する電源１５と、発熱線１４に流れる電流を計測する電流計１６と
、配管Ｑ１を介して真空チャンバー１１へ流入する大気の流入量を制御する大気バルブ１
７と、図示しない真空ポンプにより排気されるガスの排気経路である排気管Ｑ２および真
空チャンバー１１の内外を隔離する真空バルブ１８と、真空チャンバー１１の内部圧力を
計測する圧力計１９と、電極状態評価装置２０と、を備えている。電極状態評価装置２０
は、発熱線１４の劣化度合いを評価する装置である。また、原料ガス供給管１２および発
熱線１４は、制御装置４４の制御により上下方向の移動が可能である。
【００２４】
　次にバリア膜形成装置３０で行われる成膜工程、チェック工程の各処理について説明す
る。まず、制御装置４４は、供給装置４１によって送出された容器１０を、真空チャンバ
ー１１内に収容する。成膜工程（区間５１）では、制御装置４４は、例えば、次の各処理
を実行する。まず、制御装置４４は、容器１０内のガスを排気管Ｑ２経由で図示しない真
空ポンプにより排気して、圧力計１９が計測する圧力値を監視しつつ、真空チャンバー１
１内の圧力を規定の真空度に到達させる。次に制御装置４４は、原料ガス供給管１２およ
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び発熱線１４を下方向に移動し、開口部１０ｍを介して容器１０内に挿入する。次に制御
装置４４は、電源１５を制御して、発熱線１４に電圧を印加し、真空チャンバー１１内の
温度を昇温させる（事前昇温）。また、制御装置４４は、所定のタイミングで原料ガス供
給管１２を通して、原料ガスの容器１０内への供給を開始する。なお、制御装置４４は、
ガス流量計１３の計測値を監視しつつ、所定の流量で原料ガスを継続的に供給し続ける。
また、制御装置４４は、電源１５を介して所定の電圧を継続的に発熱線１４へ印加し続け
る。すると、電流が流れて高温（例えば２０００℃以上）となった発熱線１４により、原
料ガスが加熱されてプラズマ化し、成膜種が生成される。この成膜種は、容器１０の内面
に堆積して炭素膜（ガスバリア膜）を形成する。容器１０が所定の位置に至ると、制御装
置４４は、発熱線１４への電圧の印加および原料ガスの供給を停止する。次に制御装置４
４は、配管Ｑ１から残留ガスの排気をして、真空チャンバー１１内を大気圧に戻す。また
、制御装置４４は、原料ガス供給管１２および発熱線１４を上方向に移動させ、開口部１
０ｍより容器１０の外部に取り出す。なお、容器１０内部への異物の落下を防ぐために、
原料ガス供給管１２および発熱線１４を上方向に移動させたときに、原料ガス供給管１２
および発熱線１４と開口部１０ｍとの間に仕切り板を設けるようにしてもよい。
【００２５】
　次のチェック工程では、電極状態評価装置２０が、区間５２を搬送中のバリア膜形成装
置３０について、電源１５を制御することにより所定の低電圧を印加して発熱線１４に微
弱電流を流す。電極状態評価装置２０は、電流計１６によって計測された微弱電流の電流
値を取得し、取得した電流値に基づいて発熱線１４の状態（触媒性能の劣化等）を評価す
る。電極状態評価装置２０は発熱線１４の評価結果を例えばディスプレイ装置（図示せず
）に出力する。このように電極状態評価装置２０は、成膜に影響を及ぼさないタイミング
で発熱線１４の評価処理を行う。
【００２６】
　チェック工程を終了すると制御装置４４は、最後に容器１０を真空チャンバー１１から
取り出して容器１０を排出装置４３側へ送出する。排出装置４３が容器１０を排出すると
、ガスバリア膜が形成されたプラスチック容器１０が得られる。これで１つの容器１０に
対する成膜処理が終了する。ロータリー式成膜装置４０を運転すると、ロータ４２の外周
に設けられた複数のバリア膜形成装置３０によって同様の工程を経た成膜後の容器１０が
、次々と排出装置４３から排出される。電極状態評価装置２０は、１つの容器１０に対す
る成膜工程が終了すると、その容器１０が排出される直前にチェック工程の処理を行って
、発熱線１４の状態評価を行う。発熱線１４の評価結果が異常である場合、排出される容
器１０の成膜品質も劣化している可能性がある。電極状態評価装置２０は、成膜品質の確
認にも用いることができる。
【００２７】
　図２に示すバリア膜形成装置３０のうち、本実施形態に固有の電極状態評価装置２０を
除いた構成は、一般的なバリア膜形成装置の基本的な構成例を示したものであって、この
構成に限定されない。また、成膜工程の各処理についても、上記で説明した方法に限定さ
れない。
【００２８】
　本実施形態のチェック工程によれば、ユーザ（成膜処理の管理者等）は、電極状態評価
装置２０による評価結果を参照して、異常と評価された発熱線１４によって処理された容
器１０を出荷対象外としたり、各バリア膜形成装置３０に設けられた発熱線１４の寿命を
確認したり、急に発熱線１４の異常が生じた場合などはロータリー式成膜装置４０の運転
を一旦停止して、発熱線１４を交換したりすることができる。
　例えば、発熱線１４が脆くなっている場合、成膜工程最後の上方向への移動による振動
や衝撃により、発熱線１４の一部が落下したり破損したりする可能性がある。従来から成
膜品質の管理のために、成膜工程における発熱線１４での電流の監視等は行われている。
この監視により成膜工程での発熱線１４の状態を把握することは可能である。しかし、成
膜工程での監視だけでは、成膜工程の終了後に生じる発熱線１４の異常を検知することが
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できない。本実施形態では、成膜工程の終了後にチェック工程を設けることで、成膜工程
では検知できなかった異常や、成膜工程の終了後に生じる（例えば発熱線１４が移動する
ことによって生じる）異常を検出することができる。これにより、新たな容器１０に対す
る成膜処理が開始される前に異常を検知し、異常への対処ができるようになる。
【００２９】
　次に図３を用いて電極状態評価装置２０について説明する。
　図３は、本発明の一実施形態における電極状態評価装置の機能ブロック図である。
　電極状態評価装置２０は、例えばマイコン等のコンピュータ装置である。電極状態評価
装置２０は、電圧指示部２１と、電流値取得部２２と、電極状態評価部２３と、電極寿命
評価部２４と、成膜品質評価部２５と、記憶部２６と、入出力部２７とを備えている。
【００３０】
　電圧指示部２１は、前記チェック工程における発熱線１４への一定レベルの電圧（低電
圧）の印加を電源１５に指示する。電圧指示部２１は、電源１５への印加の指示を、発熱
線１４が、電流を流しても熱反応や化学反応が生じない安定した環境に位置するときに実
行する。
【００３１】
　電流値取得部２２は、電圧指示部２１の印加指示により発熱線１４に流れる電流値を取
得する。例えば電流値取得部２２は、電流計１６が計測した電流値を計測時刻とともに取
得する。電流値取得部２２は、取得した電流値および時刻情報を記憶部２６に記録する。
【００３２】
　電極状態評価部２３は、電流値取得部２２が取得した電流値に基づいて発熱線１４の状
態を評価する。例えば、電極状態評価部２３は、電流値取得部２２が取得した電流値が所
定の範囲に収まらない場合、発熱線１４の状態が異常であると評価する、チェック工程で
は電圧指示部２１の指示により、一定の低電圧を短時間、発熱線１４に印加する。その時
に得られる電流により、発熱線１４の抵抗値を算出することができる。この抵抗値により
、発熱線１４の劣化度合いを評価することができる。なお、劣化度合いと抵抗値の関係に
ついては、事前に実験や計算などで求められているとする。本実施形態では一例として電
極状態評価部２３が、劣化度合いと抵抗値の関係および電圧指示部２１が指示する電圧値
から算出できる電流値に基づいて、発熱線１４の状態評価を行う。
【００３３】
　電極寿命評価部２４は、電流値取得部２２が取得した電流値から算出した発熱線１４の
抵抗値の変化に基づく発熱線１４の劣化度合いによって、発熱線１４の寿命を評価する。
電極寿命評価部２４は、電極状態評価部２３と同様に、劣化度合いと抵抗値の関係および
電圧指示部２１が指示する電圧値から算出できる電流値に基づいて、発熱線１４の寿命評
価を行ってもよい。または、電極寿命評価部２４は、例えば、使用開始からの経過時間と
劣化度の関係、あるいは、使用回数（成膜工程を行った累積回数）と劣化度の関係に基づ
いて、発熱線１４の寿命を評価してもよい。
【００３４】
　成膜品質評価部２５は、電流値取得部２２が取得した電流値に基づいて、成膜工程で容
器１０の内表面に形成されたガスバリア膜の品質を評価する。
【００３５】
　記憶部２６は、電流値取得部２２が取得した電流値や、電極状態評価部２３が発熱線１
４の状態評価に用いる電流値と発熱線１４の状態との関係を規定するデータテーブルや関
数、電極寿命評価部２４が発熱線１４の寿命の評価に用いる例えば電流値と寿命の関係を
規定するデータテーブルや関数、成膜品質評価部２５がガスバリア膜の品質評価に用いる
電流値と品質との関係を規定するデータテーブルや関数などを記憶する。
【００３６】
　入出力部２７は、制御装置４４による電極状態評価装置２０への電極状態評価処理の開
始指示情報の入力の受け付けや、電極状態の評価結果情報の出力等を行う。
　なお、電圧指示部２１、電流値取得部２２、電極状態評価部２３、電極寿命評価部２４
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、成膜品質評価部２５は、電極状態評価装置２０が備えるＣＰＵ（Central Processing U
nit、中央処理装置）が、記憶部２６からプログラムを読み出して実行することで実現さ
れる機能である。
【００３７】
　図４は、本発明の一実施形態におけるチェック工程の電極状態評価処理を説明する第１
の図である。
　図４のグラフは、１回のチェック工程において、電圧指示部２１が電源１５を介して発
熱線１４へ印加する電圧値の推移を示している。図４の横軸は時間を、縦軸は電圧値の大
きさを示す。
　図示するように電圧指示部２１は、チェック工程中の所定時間において一定の電圧を印
加するよう指示する。このとき、発熱線１４へ印加する電圧の大きさについては、発熱線
１４の状態評価に必要な大きさであって、発熱線１４への負担が掛からない程度の比較的
低電圧に設定することが好ましい。比較的低い電圧であれば、連続して容器１０への成膜
処理を繰り返すうえで、成膜環境への影響も抑えることができる。
【００３８】
　図５は、本発明の一実施形態におけるチェック工程の電極状態評価処理を説明する第２
の図である。
　図５のグラフＬ１、Ｌ２は、１回のチェック工程において、電流計１６が計測する電流
値の推移を示している。図５の横軸は時間を、縦軸は電流値の大きさを示す。
　電流値取得部２２は、電流計１６から計測された電流値を取得する。電極状態評価部２
３は、この電流値に基づいて発熱線１４の状態を評価する。具体的には、電極状態評価部
２３は、電流値取得部２２が取得した電流値が、図中の上限値と下限値で規定された所定
の範囲内に収まっていれば（グラフＬ１）、発熱線１４の状態は正常であると評価する。
また、電極状態評価部２３は、電流値取得部２２が取得した電流値が、図中の上限値と下
限値で規定された範囲内に収まらない場合（グラフＬ２）、発熱線１４の状態は異常であ
ると評価する。発熱線１４の異常とは、繰り返し加熱することにより、タンタル等の材質
でできた発熱線１４が酸化、窒化し、熱触媒としての性能が劣化した状態である。また、
発熱線１４の異常とは、例えば、発熱線１４が断線した状態である。なお、発熱線１４が
断線した場合、電流値取得部２２が取得する電流値は０となり、図示した範囲に収まらな
いため、電極状態評価部２３は、発熱線１４の異常を評価することができる。
【００３９】
　このように本実施形態では、所定の電圧を印加したときに発熱線１４に流れる電流値に
基づいて状態評価を行う。この電流値を、なるべく発熱線１４の状態だけが反映された値
とするため、熱触媒（発熱線１４）に熱反応や化学反応が生じない安定した環境でチェッ
ク工程を行うことが必要である。本実施形態では、成膜工程終了後であって、制御装置４
４が発熱線１４と原料ガス供給管１２を容器１０から引き上げた後にチェック工程を実行
する。このため、容器１０内に存在する原料ガス等が無く、外乱による影響を受けない環
境で電流値を計測することが可能である。これにより、精度良く、発熱線１４の性能劣化
評価を行うことができる。
【００４０】
　また、単に発熱線１４の性能劣化、異常の有無を評価するだけではなく、チェック工程
に計測した電流値に基づいて、発熱線１４の残りの寿命がどの程度かを評価することも可
能である。例えば、電極寿命評価部２４は、チェック工程中に電流値取得部２２が取得し
た電流値が範囲Ｈ１の範囲に含まれていれば、性能の劣化がかなり進んでおり、その発熱
線１４で成膜処理を行うことができるのは例えばあと１０回であるなどと評価する。また
、例えば、チェック工程中の電流値が範囲Ｈ２の範囲であれば、電極寿命評価部２４は、
性能の劣化が中程度に進んでおり、その発熱線１４で成膜処理を行うことができるのは例
えばあと３０回であるなどと評価する。
【００４１】
　また、発熱線１４の状態評価だけではなく、チェック工程に計測した電流値に基づいて
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、その発熱線１４を用いて容器１０の内表面に形成されたガスバリア膜の品質を評価する
ことも可能である。例えば、成膜品質評価部２５は、チェック工程中の電流値が所定の範
囲内であれば、当該発熱線１４を用いて形成されたガスバリア膜の品質は正常であると評
価する。また、例えば、成膜品質評価部２５は、チェック工程中の電流値が所定の範囲内
に収まらない場合、当該発熱線１４を用いて形成されたガスバリア膜の品質は異常である
と評価する。なお、ガスバリア膜の品質評価に用いる電流値の範囲と、発熱線１４の状態
評価に用いる電流値の範囲とは同じでも良いし、異なっていてもよい。
【００４２】
　図６は、本発明の一実施形態におけるチェック工程の電極状態評価処理を説明する第３
の図である。
　図６のグラフは、ある発熱線１４の使用が開始されてから性能劣化して異常判定される
まで間にチェック工程で計測された電流値の推移を示している。使用開始直後からしばら
くの間、電流値は上昇している。これは、使用開始からしばらくの間は、２０００℃以上
まで加熱されることによる発熱線１４の酸化や窒化が進行するためと考えられる。しばら
くすると、発熱線１４の反応が安定し、チェック工程で計測される電流値も安定する。図
６のグラフが示すように、この安定した状態は長く持続し、この間も、発熱線１４は、成
膜工程において例えば２０００℃以上にまで繰り返し加熱される。やがて、発熱線１４が
寿命を迎えると、計測された電流値は、適正な電流値の範囲を上回るようになる。発熱線
１４がこの状態になると、電極状態評価装置２０は、当該発熱線１４は性能が劣化した異
常な状態であると評価する。図５で説明した範囲Ｈ１、Ｈ２は、図６に例示するグラフに
基づいて設定することができる。
【００４３】
　また、記憶部２６には、例えば、図６に例示する発熱線１４で計測された電流値の経時
的変化に基づく、性能変化特性を判定するための電流値以外の管理値が記録されていても
よい。電流値以外の管理値とは、例えば、電流値が適正範囲を上回ったときまでに、発熱
線１４が何本の容器１０に対して成膜処理を行ったか、又は、どれぐらいの期間使用され
たか等である。また、その一方で、記憶部２６には、チェック工程で計測された発熱線１
４の電流値とその計測時間の情報を蓄積してもよい。これらの情報を用いると、電極寿命
評価部２４は、図５で説明した方法（電流値による寿命判定）とは別に、成膜処理を行っ
た累積回数や累積期間に基づいた寿命評価を行うことができる。具体的には、電極寿命評
価部２４は、記憶部２６に蓄積されたチェック工程の記録と管理値とを比較して、その発
熱線１４はあとどれぐらい（回数や期間）使用できるのかを判定する。
　このようにチェック工程で計測した電流値を長期的に管理することで、発熱線１４の適
正な交換時期を予測したり、過去の実績に基づく性能が劣化する時期と現在使用している
発熱線１４について記録した情報との比較により、性能劣化の早期発見を行ったりするこ
とができる。これにより、成膜品質が実際に劣化する前に対策を講じることができるので
、成膜品質を高く保つことができる。
【００４４】
　次に図７を用いて本実施形態の発熱線１４の電極状態評価処理の流れについて説明する
。
　図７は、本発明の一実施形態における電極状態評価装置の処理の一例を示す第１のフロ
ーチャートである。
　まず、制御装置４４の制御により、バリア膜形成装置３０が容器１０に対して成膜工程
を実行する（ステップＳ１０）。具体的には、制御装置４４は、容器１０を真空チャンバ
ー１１に開口部１０ｍを上向きに収容し、真空引きを行う。また、制御装置４４は、発熱
線１４と原料ガス供給管１２を下方向に移動し、開口部１０ｍからそれらを容器１０の内
部に挿入する。次に制御装置４４は、電源１５を介して発熱線１４に印加して事前昇温を
行い、所定のタイミングで原料ガスを投入する。すると、原料ガスがプラズマ化し、容器
１０の内表面にガスバリア膜を形成する。成膜工程が終了すると、次に電極状態評価装置
２０がチェック工程の処理を行う。
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【００４５】
　まず、制御装置４４が、発熱線１４を容器１０から取り出す（ステップＳ１１）。具体
的には、制御装置４４は、発熱線１４と原料ガス供給管１２を上方向に移動させ、開口部
１０ｍから容器１０の外側に発熱線１４等を取り出す。発熱線１４等を容器１０から取り
出すと、制御装置４４は、電極状態評価装置２０にチェック工程の実行を指示する。する
と、電極状態評価装置２０では、まず、電圧指示部２１が電源１５に所定時間（短時間）
だけ所定電圧（低電圧）を発熱線１４に印加することを指示する。電源１５は、低電圧を
発熱線１４に印加する（ステップＳ１２）。電流値取得部２２は、発熱線１４に流れる電
流値を電流計１６から取得する（ステップＳ１３）。電流値取得部２２は、取得した電流
値と電流値の計測時刻とを対応付けて記憶部２６に記録する。次に電極状態評価部２３は
、記憶部２６からステップＳ１３で記録した電流値と発熱線１４の評価に用いる閾値（上
限値と下限値）を読み出して、発熱線１４の性能劣化状態を評価する。具体的には、電極
状態評価部２３は、電源１５が低電圧を印加している間に電流値取得部２２が取得した電
流値が、上限値と下限値で規定される所定の範囲内に収まるかどうかを判定する（ステッ
プＳ１４）。電流値が所定の範囲内に収まっている場合（ステップＳ１４；Ｙｅｓ）、電
極状態評価部２３は、発熱線１４は正常であると評価する（ステップＳ１５）。電極状態
評価部２３が発熱線１４は正常であると評価すると、入出力部２７はその評価結果を、例
えばディスプレイ装置等に出力し表示させる。ユーザはこの表示を見て評価対象の発熱線
１４の性能は劣化しておらず、引き続き使用できる状態であることを把握することができ
る。
【００４６】
　一方、電流値が所定の範囲内に収まらない場合（ステップＳ１４；Ｎｏ）、電極状態評
価部２３は、発熱線１４は異常であると評価する（ステップＳ１６）。この場合も、入出
力部２７は評価結果を、ディスプレイ装置等に出力し表示させる。ユーザはこの表示を見
て評価対象の発熱線１４の性能は劣化しており、交換の必要があること、当該発熱線１４
で成膜処理を行った容器の内表面に形成されたガスバリア膜は不良である可能性があるこ
となどを認識し、発熱線１４の交換や容器１０の破棄などの対処を行う。
【００４７】
　次に電極寿命評価部２４が記憶部２６からステップＳ１３で記録した電流値と、発熱線
１４の寿命の評価に用いる閾値を読み出して、発熱線１４の寿命を評価する（ステップＳ
１７）。例えば、寿命の評価に用いる閾値が図５で例示した範囲Ｈ１、Ｈ２等を規定する
情報の場合、電極寿命評価部２４は、電流値取得部２２が取得した電流値が、範囲Ｈ１や
範囲Ｈ２に収まるかどうかを判定する。なお、記憶部２６には、範囲Ｈ１、Ｈ２と対応付
けて発熱線１４の残りの寿命を示す情報が記録されている。例えば、範囲Ｈ１と対応付け
て成膜工程の実行可能残り回数が１０回であることを示す情報が記録されている。電極寿
命評価部２４は、電流値取得部２２が取得した電流値が、範囲Ｈ１に収まる場合、発熱線
１４の寿命は残り１０回であると評価する。なお、寿命情報は残り回数ではなく残り使用
可能期間であってもよい。
【００４８】
　また、電極寿命評価部２４が行う寿命評価は、電流値取得部２２が取得した電流値に基
づくものでなく、チェック工程の実行累積回数（成膜工程の実行累積回数）に基づくもの
であってもよい。記憶部２６には、電流値取得部２２が取得した電流値が計測時刻と共に
記録されているので、電極寿命評価部２４はこの記録を集計することで何回目のチェック
工程を実行しているかが分かる。例えば、図６で説明したように記憶部２６には成膜工程
を何回行うと限界を迎えるかを示す情報が記録されていて、電極寿命評価部２４は、この
情報に基づいてあとどれぐらい発熱線１４を使用することができるかを評価してもよい。
【００４９】
　また、電極寿命評価部２４が行う寿命評価は、電流値取得部２２が取得した電流値と、
チェック工程の実行累積回数（成膜工程の実行累積回数）の両方に基づくものであっても
よい。例えば累積回数が１０００回で寿命を迎える場合、電極寿命評価部２４は、電流値
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取得部２２が取得した電流値が正常であっても、累積回数が１０００回に近づくと発熱線
１４の寿命が近いと評価する。また、累積回数が例えば未だ３００回程度であっても電流
値取得部２２が取得した電流値が範囲Ｈ１の範囲内であれば発熱線１４の寿命が近いと評
価する。
【００５０】
　電極寿命評価部２４が発熱線１４の寿命の評価を行うと、入出力部２７はその評価結果
を、例えばディスプレイ装置等に出力し表示させる。ユーザはこの表示を見て、その発熱
線１４で成膜処理を行う容器１０の数量の調整を行ったり、発熱線１４の交換計画を立案
したりといった対処を行う。
【００５１】
　次に成膜品質評価部２５は、今回成膜処理を行った容器１０についての成膜品質の評価
を行う（ステップＳ１８）。例えば、例えば、成膜品質評価部２５は、ステップＳ１３で
取得した電流値が所定の範囲内に収まるかどうかを判定し、範囲内に収まっている場合、
成膜品質は良好であると評価する。また、範囲内に収まらない場合、成膜品質評価部２５
は、成膜品質は不良であると評価する。成膜品質の評価に用いる範囲については、ステッ
プＳ１４と同様の範囲であってもよいし、異なる範囲であってもよい。
　入出力部２７は評価結果を、例えばディスプレイ装置等に出力し表示させる。ユーザは
この表示を見て容器１０を破棄するなどの対処を行う。
【００５２】
　本実施形態によれば、発熱線の定量的な性能評価を行うことができる。また、発熱線１
４の適正な交換時期を把握することができる。これにより、発熱線１４の性能を管理し、
安定した成膜品質を保つことができる。
【００５３】
＜その他の実施形態＞
　上記の実施形態では、チェック工程を成膜工程の後に実行した。しかし、図８に示すよ
うにチェック工程を成膜工程の前に行うように構成してもよい。
　図８は、本発明の一実施形態におけるロータリー式成膜ユニットの第２の概略図である
。
　図８に示すロータリー式成膜装置４０ａの構成は、第１実施形態のロータリー式成膜装
置４０と同様である。ただしロータリー式成膜装置４０ａでは、成膜工程の前にチェック
工程を行う。例えば、発熱線１４の上下の移動による落下や破損等の影響を含めて評価を
行うために区間５２ａのチェック工程にて、発熱線１４の上下の移動を行ってから、発熱
線１４へ印加し、性能評価を行うようにしてもよい。成膜工程の前にチェック工程を設け
ることにより、成膜工程の前に発熱線１４の異常を検知することができる。なお、成膜工
程の前と後の両方にチェック工程を設けてもよい。
　また、図１、図８の例では、バリア膜形成装置３０がロータ４２の回転に伴って円周方
向に搬送されているが、例えばバリア膜形成装置３０を直線状に搬送するＣａｔ－ＣＶＤ
成膜ユニットに本実施形態の電極状態評価装置２０を設け、成膜工程の前や後に電極状態
評価処理を行うようにしてもよい。
【００５４】
　その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周
知の構成要素に置き換えることは適宜可能である。また、この発明の技術範囲は上記の実
施形態に限られるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加
えることが可能である。なお、バリア膜形成装置３０は、成膜装置の一例である。
【符号の説明】
【００５５】
　１０、１０ａ、１０ｂ、１０ｃ、１０ｄ・・・プラスチック容器
　１１・・・真空チャンバー
　１２・・・原料ガス供給管
　１３・・・ガス流量計
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　１４・・・発熱線
　１５・・・電源
　１６・・・電流計
　Ｑ１・・・配管
　１７・・・大気バルブ
　Ｑ２・・・排気管
　１８・・・真空バルブ
　１９・・・圧力計
　２０・・・電極状態評価装置
　２１・・・電圧指示部
　２２・・・電流値取得部
　２３・・・電極状態評価部
　２４・・・電極寿命評価部
　２５・・・成膜品質評価部
　２６・・・記憶部
　２７・・・入出力部
　３０、３０ａ、３０ｂ、３０ｃ、３０ｄ、３０ｅ、３０ｆ、３０ｇ、３０ｈ・・・バリ
ア膜形成装置
　４０・・・ロータリー式成膜装置
　４１・・・供給装置
　４２・・・ロータ
　４３・・・排出装置
　４４・・・制御装置
　

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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